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　やむを得ない事由により申請

ができなかった（次の事由に該

当する）方は、10 月 4 日（水）

まで申請を受け付けします。

①郵便物の紛失や通知内容を未

確認だったため。

②災害等の事由のため。

③当初、平成 28 年度分の市町

村民税（均等割）の課税者が、

その後調査等で非課税者となっ

たが、申請期間が過ぎていた等。

※申請書の提出がない場合は

「辞退」の取扱いとなります。

消 防 試 験消 防 試 験

石狩北部地区消防事務組合
消防吏員採用資格試験

▼受験資格

【一般】　学校教育法による高等学

校、短期大学、高等専門学校、専

修学校（修業年限 2 年以上の専

門課程に限る）もしくはこれらに

相当すると認められる学校等を

卒業した方または平成 30 年 3 月

までに卒業見込みの方で、平成

6 年 4 月 2 日以降に生まれた方。

ただし、学校教育法による大学（短

期大学を除く）もしくはこれに相

当すると認められる学校等を卒業

した方または平成 30 年 3 月まで

に卒業見込みの方は除く。

【救急救命士】　救急救命士の有資

格者もしくは採用予定日までに救

急救命士の資格取得見込みの方

で、平成 6 年 4 月 2 日以降に生

まれた方。

▼採用予定数

試験区分（初級） 採用予定数

石狩消防署（一般・救急救命士）4名程度

当別消防署（一般・救急救命士） 1 名

▼受付期間

　7月28日（金）～8月18日（金）、

8 時 45 分～ 17 時 15 分（土・日

曜日、祝日を除く。郵送の場合、

8 月 18 日消印有効）。

▼申込方法

　石狩北部地区消防事務組合消防

▼採用予定日

　平成 30 年 4 月 1 日

※ただし、救急救命士の資格取

　得見込みの方は、平成 30 年

　5 月 1 日。

▼ 1 次試験日　9 月 17 日（日）

▼試験会場　花川北コミュニ

ティセンター（石狩市花川北 3

条 2 丁目 198 番地 1）

本部または各消防署（支署）に配

置する受験申込書に必要事項を記

入し、提出してください（郵送可）。

▼申込先・問合せ　

　石狩北部地区消防事務組合消

防本部総務課（〒 061 － 3211

石狩市花川北 1 条 1 丁目 2 番地 3/

☎ 0133 － 74 － 5119）

給 付 金給 付 金

臨時福祉給付金（経済対策分）
手続きはお済みですか？

　平成 28 年度分の町民税（均等

割）が課税（または課税者に扶養

等）されていない方を対象に「臨

時福祉給付金（経済対策分）」が

支給されます。

　対象と思われる方には申請書等

を送付していますが、申請期限は

やむを得ない事由により申請がで

きなかった場合を除き、8 月 4 日

（金）です。

▼問合せ　臨時福祉給付金実施本

部（ゆとろ内・☎ 25 － 2667）

提 出提 出

児童扶養手当の手続きを
お忘れなく

【現況届の提出は 8 月 31 日まで】

　児童扶養手当を受給している方

は、引き続き手当を受けることが

できるかを判断する「現況届」を

提出する必要があります。現在、

手当を受給している方には、7 月

下旬に「現況届」を送付していま

すので、期限までに提出してくだ

さい。所得制限により手当が支給

されていない方も提出ください。

▼現況届の提出がない場合

・ 手当を継続して受給できなくな

　ります。

・2 年で資格を喪失し、さかのぼっ

　ての受給ができなくなります。

▼提出期限　8 月 31 日（木）

▼提出先・問合せ　保健福祉課福

祉係（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

総 体総 体

総合体育館で貸し出しする
用具を限定します

　総合体育館では、町民の皆さん

にスポーツを楽しんでいただくた

めに、一般開放時にスポーツ用具

の貸し出しを行っていますが、用

具の破損が著しいことからお貸し

する用具を限定します。総合体育

館をご利用の際は、用具を持参す

るようお願いします。

■一般開放時に貸し出し可能な用具

　卓球用具・バスケットボール・

ソフトバレーボール

■青少年スポーツの時間、町民ス

ポーツの日に貸し出し可能な用具

　上記用具のほか、バトミントン

ラケットとシャトル　　

▼問合せ　指定管理者　ふれスポ

withAMB（総合体育館内・☎ 22

－ 3833）
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個 人 番 号個 人 番 号

マイナポータルの試行運用が
開始（本格運用は秋頃）

　マイナポータルは、マイナン

バーカードを使いインターネット

でご自身の個人情報を行政機関同

士がやり取りした履歴の確認や、

行政機関等が保有するご自身の個

人情報が確認できます。マイナ

ポータルを利用するためには、「①

マイナンバーカード ②電子証明

書（利用者証明用） ③ IC カード

リーダー」が必要です。なお、マ

イナンバーカード交付申請書を紛

失された方はお問合せください。

▼問合せ　住民課戸籍年金係

　（☎ 23 － 2463）

■林野火災に気をつけましょう！

　林野火災の原因のほとんどは、

タバコやたき火など人の不注意に

よるものです。山林の火災は、延

焼が早く消火活動が困難で、一度

焼失してしまうと、再生まで長い

歳月がかかります。レジャーや作

業などで入山する場合や山林の近

くで火をおこす場合は、次のこと

に十分気をつけましょう。

＜山火事予防の注意点＞

・ 風が強いとき、空気が乾燥して

　いるときは、たき火や野焼きを

　しない。

・ タバコの投げ捨てや火遊びは

　絶対にしない。

・ 山火事を発見したら、すぐ消防

　署に連絡する。

注 意注 意

山の事故や火災に
気をつけましょう

■遭難事故に気をつけましょう！

・ 入山する際には、必ず天気予報

　を確認し、天候が悪化しそうな

　時は入山を控える。

■ヒグマにご注意を！

　６月頃から、町内でヒグマの姿

や足跡などの目撃情報が寄せられ

ています。ヒグマは時として危険

な生き物になります。皆さんがヒ

グマの被害に遭わないようにする

ために、そしてヒグマが人間に近

づいて捕獲されないようにするため

に、次のことに気をつけましょう。

・ 事前にヒグマの出没情報を確認

　する。

・ ひとりで入山しない。

・ 食べ物やゴミは必ず持ち帰る。

・ 野山では音を出しながら歩く。

・ フンや足跡を見たり、獣の臭い

　を感じたりしたら引き返す。

▼問合せ　エネルギー推進室林政係

　（☎ 27 － 5089）

　「北海道総合計画（平成 28 年

度～平成 37 年度）」は、すべて

の道民の皆さんが、今後のめざす

姿と進むべき道筋を共有し、その

実現に向けてお互いに連携を深

め、力を合わせて取り組んでいく

ための指針として、平成 28 年３

月に北海道が策定しました。この

計画に沿って、人口減少問題や本

道の強
きょうじんか

靭化などにしっかり対応

し、北海道の多様な価値と強みを

活かした取り組みを進めていきま

すので、皆さんの一層のご理解と

ご協力をお願いします。

▼詳細　道ホームページ（http://

www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/

sks/hokkaido_sogokeikaku.

htm）

▼問合せ　北海道総合政策部政策

局計画推進課（☎ 011 － 204 －

5630）

調 査調 査

泥炭土を配布します
希望する方は提出ください

　札幌河川事務所が進めている豊

平川掘削工事で発生する泥炭土を

ご希望の方へ配布します。泥炭土

の受け入れを希望する方の戸数と

土量を把握するため、次のとおり

希望調査を実施します。

▼配布予定時期　平成 31 年以降

　（工事の進捗状況等による）

▼対象　当別町にお住まいの方

▼配布条件

① 10 トンダンプトラックで搬入

　が可能な指定場所へ運搬します

　（運搬・荷卸しまで無料）。

②荷卸し後の泥炭土の移動、敷均し

　作業等は受入者負担となります。

③泥炭土は町内での利用に限ります。

④数量は 1 カ所 200 立方メートル

　（10 トンダンプ約 24 台分）以上

　とします。

⑤一度、運搬した泥炭土の返品は

　できません。

▼提出方法等

　農務課に備え付けの調査票に必

要事項を記入し、郵送もしくは直

接農務課へ持参してください。調

査票は町ホームページ（農務課）

からもダウンロードできます。

▼提出期限

　8 月 25 日（金）17 時（必着）

▼その他　

　今回の調査は、現時点の泥炭土

の配布を希望される方を把握する

ための調査です。実際の配布につ

いては、再度公募により配布希望

土量の聞き取りを行います。今回

の希望調査で提出された方を対象

に、後日、現地説明会を実施する

予定です。

▼提出先・問合せ　農務課耕地係

　（☎ 23 － 3096）

啓 発啓 発

輝きつづける北海道
「北海道総合計画」について
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　夜間窓口では、町税と町営住宅

使用料（家賃）・駐車場使用料の

納付に関する相談などをお受けし

ています。

■今月の夜間窓口（共通）

　8 月 10 日（木）・24日（木）

　19 時 30 分まで

▼場所・問合せ

　町税窓口：税務課納税係（☎ 23

－ 2341）

　町営住宅関係窓口：建設課管理

住宅係（☎ 23 － 3197）

夜 間夜 間

町税と町営住宅使用料等の
夜間窓口を開設しています

納 税納 税

8 月 31 日は町道民税・固定
資産税・国保税の納期限

　納期限までに納付しない場合に

は、督促状が発付されたり、延滞

金がかかる場合がありますので、

忘れずに納付しましょう。病気や

失業などのやむを得ない事情によ

り、納期限までに納付することが

できない場合は、ご相談ください。

▼問合せ　税務課納税係（☎ 23

－ 2341）

　国保運営協議会は、国民健康保

険事業の運営に関する重要事項を

審議するため、公益代表や保険

医薬剤師代表、被保険者代表の 9

名で構成されています。今回は、

被保険者を代表する委員を公募し

ます。

▼資格　当別町国民健康保険被保

険者

▼募集人数　３名

▼任期　平成 29 年 10 月 1 日～

平成 31 年 9 月 30 日

▼応募方法　国民健康保険に関し

て感じていることを原稿用紙など

にまとめ、住所・氏名・年齢・職

業・電話番号を記入の上、郵送で

8 月 31 日（木）までに提出して

ください。

▼提出先・問合せ　国保・後期高

齢者医療係（☎23－2467/〒061

－ 0292・白樺町 58 － 9）

募 集募 集

国保運営協議会委員を
募集します

　町税を納付書により納めている

方は、便利な口座振替の手続きを

しましょう。

・ 便利です　納期毎に金融機関等

　に出掛ける手間がありません。

・ 確実です　うっかり納め忘れる

　ことがなくなります。

・ 安心です　納付のために現金を

　持ち歩く必要がなくなります。

▼申込み　町内の金融機関に申込

用紙があります。預貯金通帳・通

帳の届出印・納税通知書を持参し、

店舗窓口で申込みください。原則、

申込みした月の翌月以降の納期か

ら口座振替が開始となります。

▼問合せ　税務課納税係（☎ 23

－ 2341）

納 税納 税

町税の納付には口座振替を！

　8 月 14 日（月）から 16 日（水）

は、お盆により収集業者がお休み

するため、粗大ごみの収集・し尿

等の汲取りを行うことができませ

ん。お盆の前は申し込みが集中し

ますので、お早めに申し込みくだ

さい。

・ 粗大ごみの収集は「粗大ごみ受

　付センター・☎ 22 － 2053」へ。

・ し尿等の汲取りは「㈲当別清掃

　社・☎ 22 － 3056」へ。

▼問合せ　環境生活課環境対策係

　（☎ 23 － 2503）

お 盆お 盆

「粗大ごみの収集・し尿等汲
取り」をお休みします

　当別町の排水設備指定業者の指

定を受けるには、責任技術者の資

格が必要です。既に登録している

方は、受験の必要はありません。

▼日時　10 月 27 日（金）

　13 時 30 分～ 15 時 30 分

▼場所　札幌市社会福祉総合セン

ター（札幌市中央区大通西19丁目）

▼受験料　7,000 円

▼受付期間　

　8 月 24 日（木）～ 9 月 4 日（月）

　8 時 45 分～ 17 時 15 分

　※土・日曜日は除く。

▼受付先・問合せ　上下水道課業

務係（☎ 22 － 2411）

※試験用問題集（2,000 円）・テキ

　スト（2,500 円）が必要な方は、

　日本下水道協会総務課図書係

　（☎ 03 － 6206 － 0251）へ直接

　お問い合わせください。

試 験試 験

平成 29 年度北海道排水設備
工事責任技術者試験

環 境環 境

供物は必ず
持ち帰りましょう

　毎年、お盆やお彼岸などの時期

にご協力をお願いしていますが、

今年もお墓参りの際の供物のお持

ち帰りをお願いします。供物をそ

のままにして帰りますとカラスな

どによる食い散らかしの被害が発

生し、お墓や墓地が汚れてしまい

ます。供物の持ち帰り、墓地の環

境美化にご協力ください。

▼問合せ　環境生活課環境対策係

　（☎ 23 － 2503）
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年 金 読んで得する年金・国保のお話 国 保

▼国民健康保険の問合せ

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）　

▼国民年金についての問合せ

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

【保険料の免除・納付猶予期間がある方へ】

　国民年金保険料の免除（全額・一部・法定）、納付

猶予（50 歳未満）、学生納付特例の承認を受けられた

期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢

基礎年金の受け取り額が少なくなります。これらの期

間の保険料は 10 年以内であればさかのぼって納める

（追納する）ことができます。ただし、免除等の承認

を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降

に追納する場合、当時の保険料額に一定の加算額が上

乗せされます。なお、一部免除を受けた期間は、残り

の納付すべき保険料が納付されていなければ追納はで

きません。追納の申し込みやご相談は年金事務所まで。

■年金事務所出張相談所の開設

・ 日時  8 月 22 日（火）　10 時～ 15 時

・ 場所  商工会館（錦町）　・ 主催  札幌北年金事務所

※年金相談は予約制です。代理人が相談する場合は、

　委任状・身分証明書が必要です。

　（相談予約専用ダイヤル　☎ 011 － 717 － 4133）

【国民健康保険被保険者証を更新します】

◆被保険者証の更新方法

　現在使用している被保険者証の有効期限は、平成 29

年 9 月 30 日です。新しい被保険者証は 9 月中旬に郵

送する予定ですが、窓口での交付を希望する方や長期

間不在のため郵送日の変更を希望する方は、8 月 31 日

までに電話で申込みください。窓口で被保険者証を受

け取る場合には、マイナンバーカードや免許証など身

元を確認できるものが必要です。

◆新しい被保険者証の有効期限について

　被保険者証の有効期限が変更となり、新しい被保険

者証の有効期限は平成 30 年 7 月 31 日までとなりま

す。有効期限までに 75 歳になる方はその誕生日の前

日が、退職被保険者は 65 歳になる誕生日の月末（各

月 1 日生まれの方は前日）が有効期限となります。

◆被保険者証は大切に使いましょう

・ 記載内容を書き換えると無効になります。

・ 破損や紛失したときは、マイナンバーカードや免許

　証など身元を確認できるものを持参し、国保・後期

　高齢者医療係で再交付の手続きをしてください。

・ 住所や世帯主の変更、国保への加入や喪失の手続き

　には、該当する方全員の被保険者証を持参してくだ

　さい。

【年金額の上乗せ制度】

　老齢基礎年金に上乗せする制度に、国民年金第 1

号被保険者が加入できる「付加年金」があります。「付

加年金」は、毎月の保険料に 400 円を上乗せして納

付すると、納付月数× 200 円が、65 歳からの年金額

に上乗せされます。詳しくは、役場窓口または年金事

務所にお問い合わせください。

　「北海道女性の活躍支援セン

ター」では、女性を対象に電話や

面談による専門家の無料相談会を

実施します。

▼日程・専門分野

・  9 月  6 日（水）　労働分野

・ 10 月 25 日（水）　起業分野

・ 12 月  6 日（水）　子育て分野

・ 平成 30 年 1 月 31 日（水）

　　　　　　　　  　起業分野

啓 発啓 発

8 月は「北方領土返還要求
運動強調月間」

　北方領土問題の解決のために

は、領土返還に向けた交渉を要望

する道民世論の結集が必要です。

8 月の強調月間には、役場 2 階・

企画課に署名コーナーを設置して

います。

▼問合せ　企画課総合企画係

　（☎ 23 － 2393）

相 談相 談

女性の活躍を応援します！
専門家の無料相談会

・ 平成 30 年 3 月 7 日（水）

　　　　　　　　   　介護分野

▼その他

　相談は予約を優先します。詳

し く は 電 話 ま た は ホ ー ム ペ ー

ジ（http ://www.l-north . jp/

katsuyaku/) で確認ください。

▼問合せ

　北海道女性の活躍支援センター

（☎ 011 － 204 － 5711/ 札幌市

中央区北 2 条西 7 丁目かでる 2・7 

6 階）
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　学校も夏休みに入り家族で出かける機会が増えてきま
す。空き巣は周囲から見えにくい窓などを割って侵入し
ます。死角になる窓などに防犯フイルムを貼る、衝撃で
音が鳴るセンサーや防犯カメラ・センサーライトを設置
するなどで自衛し、防犯意識の高さを見せるなどして、
侵入被害を防ぎましょう。

● 防犯協会ニュース 

侵入窃盗 部品狙い 車上狙い タイヤ盗 自転車盗 不審者

1 件 1 件 3 件 0 件 4 件 2 件
当別町防犯協会　☎ 23 － 2711

◎平成 29 年刑法犯発生状況（6 月末現在）

◇侵入窃盗にご注意を！

　最近、さまざまな分野で利活用

されているドローン。ドローンに

興味がある方、操縦したいけど

ちょっと不安という方などを対象

に無料体験会を行います。

▼日時　8 月 19 日（土）

　9 時 30 分～正午

▼場所　北海道ドローン協会当別

練習場（当別町茂平沢 4959・道道

28 号線から「みどりの団地入り口

（南側）」へ向かう道路沿い）

▼参加対象　小学生以上の方（小

中学生は保護者同伴）

▼参加料　無料

▼定員　50 名（先着順、体験会

には事前の申込みが必要です）

▼主催　北海道ドローン協会、当

別町

▼申込み・問合せ　町商工課ド

ローン係（☎ 23 － 3129）

ドローン操縦体験会

▼日時　8 月 26 日（土）

　10 時～ 17 時

▼場所　白樺公園

　※今年は場所を変更します

▼問合せ　当別町商工会（☎ 23

－ 2447）

☀さん・産・フェスタ 2017

■第 50 回青年部野外ビアパー

　ティー（商工会青年部主催）、

　第 3 回とうべつ花火大会（当別

　青年会議所主催）

お盆の夜は阿蘇公園へ
レッツゴー！

■当別ふるさと盆踊り

【親子盆踊り】

▼日時　 8 月 15 日（火）

・ 18 時～　こどもジャズダンス

　「DDD」「skip」発表

・ 18 時 30 分～　親子盆踊り

　（当別音頭・北海盆唄）

・ 19 時～ 19 時 30 分

　子ども盆踊り（花火配布 & もち

　まき）

【子ども盆踊り】

▼日時　8 月 16 日（水）

・ 18 時～ 18 時 50 分

　子ども盆踊り（花火配布）

■共通事項

▼場所　阿蘇公園

▼問合せ　当別町商工会（☎ 23

－ 2447）

◎平成 29 年度採用 平和を仕事にする
陸海空自衛官募集

採用種目 応募資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生

18歳以上
27歳未満の者

8月23日（水）
締切

8月26日 （土） ・ 27日
（日） のいずれか 1日

一般曹候補生

9月 8日 （金（（ ）金金
締切

1次試験 ： 9月 16日
（土） ・ 17 日 （日） の
いずれか 1日
　※ 2次試験あり

航空学生

海 ： 18 歳以上
　　　　23 歳未満の者
空 ： 18 歳以上
　　　　21 歳未満の者

1次試験 ： 9月 18日
（月 ・ 祝）
　※ 2 ・ 3 次試験あり

江別地域事務所では自衛官募集等に関する説明を実施しています。
江別市野幌町40 -15  G＆Tビル2F（月から金　午前9時～午後５時）

▼詳細 自衛隊札幌地方協力本部江別地域事務所 ☎ 011 － 383 － 8955
　　 役場環境生活課町民生活係　　　　　   ☎ 23 － 3209

【当別にて募集説明会】

 8 月 27 日（日）

10 時～ 12 時  白樺コミセン
14 時～ 16 時  西当別コミセン

　自衛隊札幌地方協力本部江別地域事務

所では、各種自衛官採用に関する募集

説明会を開催します。

▼日時　8 月 13 日（日）

・ビアパーティー　16 時～ 21 時

・お楽しみ抽選会　18 時 30 分～

・花火大会　19 時 30 分～

※雨天時は 14 日（月）に開催。

※商工会にてビアパーティーの

　お得な前売り券販売中！


